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百分の二・五 茨城県のうち 日立市 古河市 牛久市 ひたちなか市

栃木県のうち 宇都宮市

埼玉県のうち 行田市 飯能市 加須市 東松山市 入間市 三郷

市

千葉県のうち 茂原市 佐倉市 市原市 白井市

神奈川県のうち 秦野市

山梨県のうち 甲府市

静岡県のうち 沼津市 御殿場市

愛知県のうち 瀬戸市 碧南市 西尾市 大府市 知多市

三重県のうち 津市 四日市市

滋賀県のうち 守山市 栗東市

京都府のうち 亀岡市 京田辺市

大阪府のうち 河内長野市 藤井寺市

兵庫県のうち 三田市

奈良県のうち 大和高田市 橿原市

百分の二 宮城県のうち 多取市 多賀城市

茨城県のうち 龍ヶ崎市 筑西市

栃木県のうち 鹿沼市 小山市 大田原市

群馬県のうち 前橋市 高崎市 太田市

埼玉県のうち 熊谷市 春日部市 鴻巣市 上尾市 久喜市 坂戸

市 比企郡のうち鳩山町 北埼玉郡のうち北川辺町

北葛飾郡のうち栗橋町及び杉戸町

千葉県のうち 野田市 東金市 流山市 八街市 印旛郡のうち酒

々井町及び栄町

富山県のうち 富山市

石川県のうち 金沢市

福井県のうち 福井市

長野県のうち 長野市 松本市 諏訪市

岐阜県のうち 岐阜市 大垣市 多治見市 美濃加茂市

静岡県のうち 浜松市 三島市 富士宮市 富士市 磐田市 焼津

市 掛川市 袋井市

愛知県のうち 豊橋市 一宮市 半田市 春日井市 津島市 安城

市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 知

立市 愛西市 弥富市 西春日井郡のうち豊山町

西加茂郡三好町

三重県のうち 桑名市 名張市 伊賀市

滋賀県のうち 彦根市 長浜市

京都府のうち 相楽のうち木津町

大阪府のうち 泉南市 四篠畷市 交野市 阪南市 泉南郡のうち

熊取町及び田尻町 南河内郡のうち太子町

兵庫県のうち 加古川市 三木市

奈良県のうち 桜井市 香芝市 宇陀市 生駒郡のうち斑鳩町 北

葛飾郡のうち王寺町

和歌山県のうち 橋本市

広島県のうち 廿日市市 安芸郡のうち海田町及び坂町
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山口県のうち 周南市

香川県のうち 高松市

福岡県のうち 筑紫野市 春日市 太宰府市 前原市 福津市 糟

屋郡のうち宇美町及び粕屋町

※この表の支給地域等欄に掲げる名称は、平成１８年４月１日においてそれらの名称を有す

る市、町または特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそ

れらの名称の変更またはそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるもので

はない。
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旅 費 に 係 る 単 価 表

（国内旅費）

１．鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算してください。

２．日当及び宿泊料 （単位：円）

宿 泊 料
職 名 日 当 国家公務員の場合の該当・号俸

甲 地 乙 地

教授又は相当者 3,000 14,800 13,300 指定職のみ（原則使用しない）

医（一） ３級 １号俸以上

教授、准教授 2,600 13,100 11,800 研 ５級 １号俸以上

医（一） ２級
１級１３号俸以上

講師、助手、技師又は 研 ４級、３級
相当者 2,200 10,900 9,800 ２級２５号俸以上

医（一） １級１２号俸以下

研 ２級２４号俸以下
上記以外の者 1,700 8,700 7,800 １級

注）１．私立大学及びその他の施設にあっては、この表の額を超えないようにしてください。
２．表中の甲地とは、次の地域をいい、乙地（車中泊を含む）とは、甲地以外の地域をい

う。
ａ 埼 玉 県・・・さいたま市
ｂ 千 葉 県・・・千葉市
ｃ 東 京 都・・・特別区（２３区）
ｄ 神奈川県・・・横浜市、川崎市
ｅ 愛 知 県・・・名古屋市
ｆ 京 都 府・・・京都市
ｇ 大 阪 府・・・大阪市、堺市
ｈ 兵 庫 県・・・神戸市
ｉ 広 島 県・・・広島市
ｊ 福 岡 県・・・福岡市
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（外国旅費）

１ 鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算してください。

２ 日当及び宿泊料 （単位：円）

日 当 及 び 宿 泊 料
職 名 国家公務員の場合の該当・号俸

甲地方 乙地方 丙地方指 定 都 市

教授又は相当者 日当 8,300 7,000 5,600 5,100 指定職のみ（原則使用しない）

25,700 21,500 17,200 15,500宿 泊 料

日当 7,200 6,200 5,000 4,500 医（一） ３級 １号俸以上
教授、准教授

研 ５級 １号俸以上宿 泊 料 22,500 18,800 15,100 13,500

医（一） ２級
日当 １級１３号俸以上6,200 5,200 4,200 3,800

講師、助手、技
師又は相当者 19,300 16,100 12,900 11,600 研 ４級、３級宿 泊 料

２級２５号俸以上

医（一） １級１２号俸以下
日当 5,300 4,400 3,600 3,200

上記以外の者 研 ２級２４号俸以下
１級宿 泊 料 16,100 13,400 10,800 9,700

注）指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の範囲については、国家公務員等の旅費に関する
法律に準ずる。
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（付）研究計画書の様式及び記入例
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様式Ａ（１）                                                                                

 
平成  年度厚生労働科学研究費補助金（        研究事業）研究計画書（新規申請用） 

                                                                                                
                                      平成  年  月  日   
  厚生労働大臣                                         
  （国立がんセンター総長）   殿                                                            
  （国立精神・神経センター総長） 
  （国立医薬品食品衛生研究所長） 
  （国立保健医療科学院長）                                                                    
                                                        
                        住  所 〒                    
                                                ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ                                        
                    申請者 氏  名              印          
                        生年月日 １９  年   月   日生          
                                                                                                

平成   年度厚生労働科学研究費補助金（           研究事業）を実施したいので 
                                                                                                
 次のとおり研究計画書を提出する。                    
                                                                                                
１．研究課題名（公募番号）  ：                                 
                                                             （               ） 
 
２．当該年度の計画経費      ：金            円也（間接経費は含まない）      
                                                                                                
３．当該年度の研究事業予定期間  ：平成   年   月   日から平成   年   月   日   
                              （     ）年計画の１年目                                   
                                                                                                
４．申請者及び経理事務担当者   

 ①所属研究機関  

 ②所 属 部 局  

 ③職 名  

 

 ④所属研究機関 
 
  所 在 地 
 
  連 絡 先 

 
 
〒 
 
Tel:                          Fax: 
E-Mail: 

 ⑤最 終卒業校  ⑥学 位  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 申 請 者 

 ⑦卒 業 年 次  ⑧専攻科目  

 （ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ） 
 ⑨氏 名 

 

 

 ⑩連 絡 先 ・ 
 
 
  所 属部局・ 

〒 
Tel:                          Fax: 
E-Mail: 

 
 
 
 経 理 事 務 
 担 当 者 

  課 名  
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 ⑪研究承諾 
 
  の 有 無 

 
 有 ・ 無 

⑫事務委任
 

の 有 無

 
有 ・ 無

⑬C O I（ 利 益 相 反 ） 
 

委 員 会 の 有 無 

 
有 ・ 無

 
 ⑭COI委員会への申出の有無 

 
有 ・ 無

 
⑮間接経費の
要   否

要(  千円、計画経費の  ％）･ 否 

 

 
 
５．研究組織情報                                                                                  

 ①研究者名  ②分 担 す る 
   研 究 項 目 

 ③最終卒業校・
  卒業年次・学位
  及び専攻科目

 ④所属研究機関
  及び現在の専門
 （研究実施場所）

 ⑤所属研究 
  機関にお 
  ける職名 

 ⑥研 究費配分
  予 定 額
        (千円）

      

 
 
６．政府研究開発データベース 
 研究者番号及びエフォート  

 研 究 者 名  性        別  生 年 月 日 研究者番号（８桁） エフォート（％） 

     

 
                                                                   
 研究分野及び研究区分                                              

 コ ー ド 番 号  重点研究分野 研 究 区 分

 研究主分野 
 研究副分野１ 
 研究副分野２ 
 研究副分野３ 

   

 
 
 研究キーワード  

  コ ー ド 番 号 研 究 キ ー ワ ー ド  

  

 研究キーワード１ 
 研究キーワード２ 
 研究キーワード３ 
 研究キーワード４ 
 研究キーワード５ 

  

 
  
研究開発の性格  

 基礎研究   応用研究  開発研究  
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７．研究の概要  

 （１）「８．研究の目的、必要性及び特色・独動的な点」から「１１．倫理面への配慮」までの要旨 
   を１，０００字以内で簡潔に記入すること。 
 （２）複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と当該事業年度の計画との関係が分かるよ 
   うに記入すること。 
 （３）研究の目的、方法及び期待される効果の流れ図を記入又は添付すること。 

 

 （流れ図） 

 
 
８．研究の目的、必要性及び特色・独創的な点  

 （１）研究の目的、必要性及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用しつつ、１，０００字 
   以内で具体的かつ明確に記入すること。 
 （２）当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研究の最終的な目標を達成するのに必要な他 
   の研究計画と、当該研究計画の関係を明確にすること。 
 （３）研究期間内に何をどこまで明らかにするかを明確にすること。 
 （４）当該研究の特色・独創的な点については、国内・国外の他の研究でどこまで明らかになってお 
   り、どのような部分が残されているのかを踏まえて記入すること。 
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９．期待される成果  
 （１）期待される成果については、厚生労働行政の課題との関連性を中心に６００字以内で記入する 
   こと。 
 （２）当該研究によって直接得られる研究成果だけでなく、間接的に期待される社会的成果（行政及 
   び社会への貢献、国民の保健・医療・福祉の向上等）について記入すること。 

 

 
 
１０．研究計画・方法  

 （１）研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を１，６００字以内で記入すること。 
 （２）研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者、研究分担者及び研究協力者の具体 
   的な役割を明確にすること。 
 （３）複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係がわかるように記入す 
   ること。 
 （４）本研究を実施するために使用する研究施設・研究資料・研究フィールドの確保等、現在の研究 
   環境の状況を踏まえて記入すること。 
 （５）臨床・疫学研究においては、基本デザイン、目標症例・試料数及び評価方法等を明確に記入す 
   ること。 
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１１．倫理面への配慮  
 ・研究対象者に対する人権擁護上の配慮、不利益・危険性の排除や説明と同意（インフォームド・コ 
 ンセント）への対応状況及び実験動物に対する動物愛護上の配慮等を記入すること。 

 

 遵守すべき研究に関係する指針等 
 （研究の内容に照らし、遵守しなければならない指針等については、該当する指針等の「□」の枠 
 内に「○」を記入すること（複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記入する 
 こと。））。 

   ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針   疫学研究に関する倫理指針 
 
   遺伝子治療臨床研究に関する指針   臨床研究に関する倫理指針 
 
   ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針 
 
   厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 
 
   その他の指針等（指針等の名称：                         ） 
 
 疫学・生物統計学の専門家の関与の有無 有 ・ 無 ・ その他（         ） 

 臨 床 研 究 登 録 予 定 の 有 無 有 ・ 無 ・ その他（         ） 
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１２．申請者の研究歴等  
 申請者の研究歴： 
  過去に所属した研究機関の履歴、主な共同研究者（又は指導を受けた研究者）、主な研究課題、こ 
 れまでの研究実績、受賞数、特許権等知的財産権の取得数、研究課題の実施を通じた政策提言数（寄 
 与した指針又はガイドライン等）） 

 

 発表業績等： 
  著者氏名・発表論文名・学協会誌名・発表年（西暦）・卷号（最初と最後のページ）、特許権等知 
 的財産権の取得及び申請状況、研究課題の実施を通じた政策提言(寄与した指針又はガイドライン等) 
  （発表業績等には、研究代表者及び研究分担者ごとに、それぞれ学術雑誌等に発表した論文・著書 
 のうち、主なもの（過去３年間）を選択し、直近年度から順に記入すること。また、この研究に直接 
 関連した論文・著書については、著者氏名の名前に「○」を付すこと。） 

 

 
 
１３．厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者  

 年   度 外国人研究者招へい事業 外国への日本人研究者派遣事業 若手研究者育成活用事業
（リサーチ・レジデント）

 平成  年度                    名                            名                     名 

 平成  年度                    名                            名                     名 

 平成  年度                    名                            名                     名 
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１４．研究に要する経費 
（１）各年度別経費内訳                              （単位：千円）  

           内           訳  
  年   度 

 
 研究経費

 謝 金  旅 費  備品費  消耗品費  借料及び損料  賃 金  その他  委託費

  平成  年度          

  平成  年度          

  平成  年度          

   合 計          

 

 
 
（２）備品の内訳（５０万円以上の備品については、賃借が可能な場合は原則として賃借によること。） 
 
 ア．借料及び損料によるもの（賃借による備品についてのみ記入すること）      

   年   度       備   品   名   賃 借 の 経 費   (単位:千円)   数 量 

 
  平成  年度 

   

 
  平成  年度 

   

 
  平成  年度 

   

 

 
 
 イ．備品費によるもの（５０万円以上の備品であって、賃借によらないもののみ記入すること。）  

   年   度      備   品   名      単    価  (単位:千円)   数 量 

 
  平成  年度 

   

 
  平成  年度 

   

 
  平成  年度 
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（３）委託費の内訳                                    （単位：千円）  

   年   度     委  託  内  容    委   託   先     委 託 費 

 
  平成  年度 

   

 
 平成  年度 

   

 
  平成  年度 

   

 
 
１５．他の研究事業等への申請状況（当該年度）                   （単位：千円）  
新規・継続  研究事業名  研 究 課 題 名  代表・分担等  補助要求額  所管省庁等  ｴﾌｫｰﾄ(%)

       

       

       

       

       
 
 
１６．研究費補助を受けた過去の実績（過去３年間）                  （単位：千円）  

 年  度  研 究 事 業 名  研 究 課 題 名  補 助 額  所 管 省 庁 等

     

     

     

     

     

     
 
 
１７．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１８条第１項の   

規定により補助金等の返還が命じられた過去の事業                 （単位：円）  
 年  度  研究事業名  研 究 課 題 名補助額 返還額・

返還年度
返 還 理 由  所管省庁等 
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作成上の留意事項 
 
 
１．本研究計画書は、申請課題の採択の可否等を決定するための評価に使用されるものである。 
 
２．宛先の欄には、厚生労働科学研究費補助金取扱規程（平成１０年厚生省告示第１３０号。以下「規程」と
いう。）第３条第１項の表第９号の右欄に掲げる一般公募型並びに同表第１０号の右欄に掲げる一般公募型
及び若手育成型については国立がんセンター総長、同表第２３号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型
については国立精神・神経センター総長、同表第２８号の右欄に掲げる一般公募型については国立医薬品食
品衛生研究所長、同表第２９号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立保健医療科学院長
を記載する。 

 
３．「申請者」について 
 (1)氏名は、自署又は記名押印で記入すること。ただし、法人にあっては記名押印とすること。 
 (2)住所は、申請者の現住所を記入すること。 
 
４．「１．研究課題名（公募番号）」について 
 (1)研究の目的と成果が分かる課題名にすること。 
 (2)カッコ内には当該事業年度の厚生労働科学研究費補助金公募要項で定める公募課題番号を記入すること。 
 
５．「２．当該年度の計画経費」について 
 ・当該事業年度（１会計年度）の研究の実施に必要な計画経費を記入すること。 
 
６．「３．当該年度の研究事業予定期間」について 
 ・当該事業年度中の研究事業予定期間を記入すること。複数年度にわたる研究の場合は、研究期間は、原則
として３年を限度とする。なお、複数年度にわたる研究の継続の可否については、毎年度の研究計画書に基
づく評価により決定されるものとする。 

 
７．「４．申請者及び経理事務担当者」について 
 (1)①及び②は、申請者が勤務する研究機関及び部局の正式名称を記入すること。 
 (2)⑧は、申請者が専攻した科目のうち当該研究事業に関係あるものについて記入すること。 
 (3)⑨の経理事務担当者には、当該研究に係る経理及び連絡等の事務的処理を担当する経理事務に卓越した
  同一所属研究機関内の者を置くこと。 
  (4)⑪は、申請者の所属研究機関の長に対する研究の承諾の有無を記載すること。 
 (5)⑫は、申請者の所属研究機関の長に対する事務の委任の有無を記載すること（事務の委任は必ずするこ
  ととし、委任ができない場合は、採択しないので留意されたいこと。 
 (6)⑬は、申請者のＣＯＩ（利益相反）の管理するＣＯＩ委員会の所属研究機関での設置の有無を記載する
  こと。 
 (7)⑭は、ＣＯＩ委員会へのＣＯＩ管理の申出の有無を記載すること。 
  (8)⑮は、間接経費の要否を記載すること。 
 
８．「５．研究組織情報」について                                
 ・申請者（研究代表者）及び研究分担者（研究代表者と研究項目を分担して研究を実施する者をいう。） 
について記入すること（研究協力者（研究代表者の研究計画の遂行に協力する者(研究分担者を除く。)を い
う。）については記入する必要はない。）。 
 
９．「６．政府研究開発データベース」について 
 (1)研究代表者及び研究分担者の、性別、生年月日及び府省共通研究開発管理システム（e-Rad）もしくは 
  文部科学省の科学研究費補助金制度により付与された研究者番号（８桁の番号）を記入すること。 
   また、当該研究代表者及び研究分担者ごとに、当該研究の実施に必要とする時間が年間の全勤務時間  
   （正規の勤務時間以外の勤務時間を含む。）に占める割合を百分率で表した数値（１未満の端数があると
  きは、これを四捨五入して得た数値）を、エフォート（％）欄に記入すること。 
   なお、当該研究についての各研究者の分担割合を記入するものではないので留意すること。 
 (2)研究分野及び研究区分の表の研究主分野については別表第１「研究分野コード表」から当該研究の主要
  な部分の属する研究分野及び研究区分を選択して研究区分番号とともに記入し、研究副分野については、 
   当該研究に関連する分野（最大３つ）を同様に選択して記入すること。 
 (3)研究キーワードについては、当該研究の内容に応じ、別表第２「研究キーワード候補リスト」から適切
  な研究キーワード（最大５つ）を選択してコード番号とともに記入すること。同様に該当するものがない
  場合は３０字以内で独自の研究キーワードを記入すること。 
 (4)研究開発の性格については、基礎研究、応用研究又は開発研究のいずれかに「○」を付すこと。 
 
10．「７．研究の概要」について 
  (1)「８．研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」から「１１．倫理面への配慮」までの要旨を１，０
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  ００字以内で簡潔に記入すること。 
  (2)複数年度にわたる研究の場合には､研究全体の計画と当該事業年度の計画との関係が分かるように記入
  すること｡ 
  (3)研究の目的、方法及び期待される効果の流れ図を記入又は添付すること。 
 
11．「８．研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」について 
  (1)研究の目的、必要性及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用しつつ、１，０００字以内で具
  体的かつ明確に記入すること。 
 (2)当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計
  画と、当該研究計画の関係を明確にすること。 
  (3)研究期間内に何をどこまで明らかにするかを明確にすること。 
  (4)当該研究の特色・独創的な点については、国内・国外の他の研究でどこまで明らかになっており、どの 
   ような部分が残されているのかを踏まえて記入すること。 
 
12.「９．期待される成果」について 
 (1)期待される成果については、厚生労働行政の課題との関連性を中心に６００字以内で記入すること。 
 (2)当該研究によって直接得られる研究成果だけでなく、間接的に期待される社会的成果（行政及び社会へ
  の貢献、国民の保健・医療・福祉の向上等）について記入すること。 
 
13.「１０．研究計画・方法」について 
 (1)研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を１，６００字以内で記入すること。 
 (2)研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者、研究分担者及び研究協力者の具体的な役割
  を明確にすること。 
  (3)複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係がわかるように記入すること。 
  (4)本研究を実施するために使用する研究施設・研究資料・研究フィールドの確保等、現在の研究環境の状 
   況を踏まえて記入すること。 
  (5)臨床・疫学研究においては、基本デザイン、目標症例・試料数及び評価方法等を明確に記入すること。 
 
14．「１１．倫理面への配慮」について                                          
 (1)「倫理面への配慮」には、研究対象者に対する人権擁護上の配慮、研究方法による研究対象者に対す 
  る不利益、危険性の排除や説明と同意（インフォームド・コンセント）に関わる状況、実験動物に対す 
   る動物愛護上の配慮などを必ず記入すること。倫理面の問題がないと判断した場合には、その旨記入す 
   るとともに必ず理由を明記すること。                                                           
    なお、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成１６年文部科学省・厚生労働省・経済産 
   業省告示第１号）、疫学研究に関する倫理指針（平成１９年文部科学省・厚生労働省告示第１号）、遺 
   伝子治療臨床研究に関する指針（平成１６年文部科学省・厚生労働省告示第２号）、臨床研究に関する 
   倫理指針（平成２０年厚生労働省告示第４１５号）、ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針（平成 
   １８年厚生労働省告示第４２５号）、厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関す 
   る基本指針（平成１８年６月１日付厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知）及び申請者が所属する研究 
   機関で定めた倫理規定等を遵守するとともに、あらかじめ当該研究機関の長等の承認、届出、確認等が 
   必要な研究については、研究開始前に所定の手続を行うこと。   
 (2)人又は動物を用いた研究を行う際に、事前に申請者の所属施設内の倫理委員会等において倫理面からの

審査を受けた場合には、審査内容を必ず添付すること。                        
 (3)研究の内容に照らし、遵守しなければならない研究に関係する指針等については、該当する指針等の 
  「□」の枠内に「○」を記入すること（複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記 
   入すること。）。 
  (4)「疫学・生物統計学の専門家の関与の有無」欄及び「臨床研究登録予定の有無」欄は、「有」又は「無」

のいずれか該当するものを「○」で囲むこと。ただし、当該研究の内容に関係がない場合は、「その他」
を「○」で囲むこと。  

 
15．「１２．申請者の研究歴等」について                      
 (1)申請者の研究歴について、過去に所属した研究機関名、主な共同研究者（又は指導を受けた研究者）、
  主な研究課題、これまでの研究実績（論文の本数、受賞数、特許権等知的財産権の取得数、研究課題の実
  施を通じた政策提言）等について記入すること。なお、論文については査読があるものに限る。 
  (2)発表業績等には、研究代表者及び研究分担者ごとに、それぞれ学術誌等に発表した論文・著書のうち、
  主なもの（過去３年間）を選択し、直近年度から順に記入すること。また、この研究に直接関連した論文
  ・著書については、著者氏名の前に「○」を付すこと。さらに、本研究に直接関連する過去の特許権等知
  的財産権の取得及び申請状況を記載すること。なお、論文については査読があるものに限る。 
 
16．「１３．厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者」について 
・申請者が、厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦を予定している研究者の人数について記 
入すること。 
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17．「１４．研究に要する経費」について                           
(1)当該研究課題に要する経費を、年度別に記入すること。 

 (2)５０万円以上の備品については、賃借が可能な場合は原則として賃借によること。ただし、賃借が可能
でない場合、又は、研究期間内で賃借をした場合の金額と購入した場合の金額を比較して、購入した場合
の方が安価な場合は購入しても差し支えない。 

   なお、賃借をした場合においても、所有権の移転を伴うものは認めない。 
 (3)「(2) 備品の内訳」は、当該研究の主要な備品で、５０万円以上のものを「ア．借料及び損料によるも
  の」又は「イ．備品費によるもの」に分けて記入すること。 
  (4)「ア．借料及び損料によるもの」については、賃借による備品についてのみ記入し、「イ．備品費によ 
   るもの」については、賃借によらない備品についてのみ記入すること。 

 
18．「１５．他の研究事業等への申請状況」について                     
 ・当該年度に申請者が、厚生労働省から交付される研究資金（一般社団法人又は一般財団法人から配分され
るものを含む。）、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び一般社団法人又は一般財
団法人から交付される研究資金等への研究費の申請を行おうとしている場合について記入すること。 

 
19．「１６．研究費補助を受けた過去の実績（過去３年間）」について                 
 ・申請者が、過去３年間に厚生労働省から交付される研究資金(一般社団法人又は一般財団法人からは配分
されるものを含む。）、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び一般社団法人又は一
般財団法人から交付される研究資金等を受けたことがあれば、直近年度から順に記入すること（事業数が多
い場合は、主要事業について記入すること。）。 

 
20．「１７．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１８条第１ 
項の規定により補助金等の返還が命じられた過去の事業」について 

 (1)平成１６年度以降に補助金等の返還を命じられたことがあれば、直近年度から順に記入すること。 
  (2)返還が研究分担者による場合は、その理由を明確に記載すること。 
 
21．その他                                                                                      
 (1)手書きの場合は、楷書体で記入すること。                                                     
 (2)日本工業規格Ａ列４番の用紙を用いること。各項目の記入量に応じて、適宜、欄を引き伸ばして差し 
  支えない。 



別表第１
重点研究分野コード表
コード
番　号 重点研究分野 研究区分

101 ライフサイエンス ゲノム
102 ライフサイエンス 医学・医療
103 ライフサイエンス 食料科学・技術
104 ライフサイエンス 脳科学
105 ライフサイエンス バイオインフォマティクス
106 ライフサイエンス 環境・生態
107 ライフサイエンス 物質生産
189 ライフサイエンス 共通基礎研究
199 ライフサイエンス その他
201 情報通信 高速ネットワーク
202 情報通信 セキュリティ
203 情報通信 サービス・アプリケーション
204 情報通信 家電ネットワーク
205 情報通信 高速コンピューティング
206 情報通信 シミュレーション
207 情報通信 大容量・高速記憶装置
208 情報通信 入出力 （注）
209 情報通信 認識・意味理解
210 情報通信 センサ
211 情報通信 ヒューマンインターフェイス評価
212 情報通信 ソフトウエア
213 情報通信 デバイス
289 情報通信 共通基礎研究
299 情報通信 その他
301 環境 地球環境
302 環境 地域環境
303 環境 環境リスク
304 環境 循環型社会システム
305 環境 生物多様性
389 環境 共通基礎研究
399 環境 その他
401 ナノテク・材料 ナノ物質・材料（電子・磁気・光学応用等）
402 ナノテク・材料 ナノ物質・材料（構造材料応用等）
403 ナノテク・材料 ナノ情報デバイス
404 ナノテク・材料 ナノ医療
405 ナノテク・材料 ナノバイオロジー
406 ナノテク・材料 エネルギー・環境応用
407 ナノテク・材料 表面・界面
408 ナノテク・材料 計測技術・標準
409 ナノテク・材料 加工・合成・プロセス
410 ナノテク・材料 基礎物性
411 ナノテク・材料 計算・理論・シミュレーション
412 ナノテク・材料 安全空間創成材料
489 ナノテク・材料 共通基礎研究
499 ナノテク・材料 その他
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コード
番　号 重点研究分野 研究区分

501 エネルギー 化石燃料・加工燃料
502 エネルギー 原子力エネルギー
503 エネルギー 自然エネルギー
504 エネルギー 省エネルギー・エネルギー利用技術
505 エネルギー 環境に対する負荷の軽減
506 エネルギー 国際社会への協力と貢献
589 エネルギー 共通基礎研究
599 エネルギー その他
601 ものづくり 高精度技術
602 ものづくり 精密部品加工
603 ものづくり 高付加価値極限技術(マイクロマシン等）
604 ものづくり 環境負荷最小化
605 ものづくり 品質管理・製造現場安全確保
606 ものづくり 先進的ものづくり
607 ものづくり 医療・福祉機器
608 ものづくり アセンブリープロセス
609 ものづくり システム
689 ものづくり 共通基礎研究
699 ものづくり その他
701 社会基盤 異常自然現象発生メカニズムの研究と予測技術
702 社会基盤 災害被害最小化応用技術研究
703 社会基盤 超高度防災支援システム
704 社会基盤 事故対策技術
705 社会基盤 社会基盤の劣化対策
706 社会基盤 有害危険･危惧物質等安全対策
721 社会基盤 自然と共生した美しい生活空間の再構築
722 社会基盤 広域地域研究
723 社会基盤 水循環系健全化・総合水管理
724 社会基盤 新しい人と物の流れに対応する交通システム
725 社会基盤 バリアフリー
726 社会基盤 ユニバーサルデザイン化
789 社会基盤 共通基礎研究
799 社会基盤 その他
801 フロンティア 宇宙科学（天文を含む）
802 フロンティア 宇宙開発利用
821 フロンティア 海洋科学
822 フロンティア 海洋開発
889 フロンティア 共通基礎研究
899 フロンティア その他
900 人文・社会
1000 自然科学一般

注　研究区分番号２０８の入出力とは、情報通信システムの入出力を容易
  にする技術をいう。ただし、研究区分番号２０９から２１１までに該当
  するものを除く。
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（記入例） 

書類提出時には、ページを付すこと。     58    

（３）委託費の内訳                                    （単位：千円）  
   年   度     委  託  内  容    委   託   先     委 託 費 

 
  平成  年度 

   

 
 平成  年度 

   

 
  平成  年度 

   

 
 
１５．他の研究事業等への申請状況（当該年度）                   （単位：千円）  
新規・継続  研究事業名  研 究 課 題 名  代表・分担等  補助要求額  所管省庁等  ｴﾌｫｰﾄ(%)

新規 ○○研究費 ○○に関する研究 代表 12,000 文部科学省 20％ 

       

   

   

  

当該年度に申請者が、厚生労働省から交付される研究資金（一
般社団法人又は一般財団法人から配分されるものを含む。）、他
府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び一般
社団法人又は一般財団法人から交付される研究資金等を受けたこ
とがあれば、直近年度から順に記入すること。。  

 
 
１６．研究費補助を受けた過去の実績（過去３年間）                  （単位：千円）  

 年  度  研 究 事 業 名  研 究 課 題 名  補 助 額  所 管 省 庁 等

     

     

  

 

  直近年度から遡って過去３年間において、申請者が補助を受けた主
要な研究事業について記入すること。（分担として実施したものを含
む。）  

     

     
 
 
１７．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１８条第１項の   

規定により補助金等の返還を命じられた過去の事業                 （単位：円）  
 年  度  研究事業名  研 究 課 題 名補助額 返還額・

返還年度
返 還 理 由  所管省庁等 

   

  

 平成１６年度以降に補助金等の返還を命じられたことがあ
れば、直近年度から記入すること。 

 

 

 
       

 
 
 



厚生労働科学研究費補助金への応募に係る

研究者のe-Radへの入力方法について

（平成２１年６月１９日改訂版）
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（付その２）



http://www.e-rad.go.jp/kenkyu/index.html

e-Rad上で応募を行うためには、

研究代表者、研究分担者ともe-Radへの登録が必要です。

（登録によって「研究者番号」（８桁数字）を取得）

e-Radへの登録が済んでいない場合は

「システム利用にあたっての事前準備」を確認し、しかるべき

手続きを行って下さい。

「研究機関に所属していない研究者」、「研究機関に所属している研究者」では、

それぞれ登録手続きが異なるので注意が必要です。

※手続きによっては最長２週間程かかるので注意して下さい。

応募作業・事前準備応募作業・事前準備
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http://www.e-rad.go.jp/kenkyu/index.html

応募作業①応募作業①

課題への応募手続きは研究代表者（研究計画書の申請者）が行います。

なお、応募手続きには研究分担者の下記に示す情報が必要ですので、

あらかじめご確認下さい。

分担研究者の「研究者番号」

「所属研究機関コード」

「部局名」

「職名」

（注意）

ログインには「ログインＩＤ」と「パスワード」が必要です。

詳しくは所属研究機関のe-Rad担当者にお問い合わせ下さい。

（注意）

必ず操作マニュアルをご参照下さい。
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電子申請「公募一覧」を選択

応募作業②応募作業②

62



③府省庁名「厚生労働省」、配分機関名「厚生労働省」の「応募情報入力」を選択

厚生労働省 厚生労働省

府省庁名「厚生労働省」、配分機関名「厚生労働省」の「応募情報入力」をクリック

応募作業③応募作業③
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○○○研究事業（新規）

必要に応じて「平成２１年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項」をダウンロード

応募作業④（機関内締切日がない場合）応募作業④（機関内締切日がない場合）

「○○○研究事業（新規）」の「応募情報入力」を選択
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応募作業④（機関内締切日がある場合）応募作業④（機関内締切日がある場合）

（注意）
所属研究機関によっては、研究者から所属研究機関へ提出された登録内容の確認を行うために、
公募期間以前に機関内締切日を設けている場合がありますのでご注意下さい。
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「新規」を選択

研究計画書の「研究課題名（公募番号）」

の情報に基づき記載すること

研究期間は開始年度、終了年度ともに

西暦（4桁）で記載すること

分野コードはe-Rad上では４桁の数字となっているため注意

（例）分野コード「１０２」（ライフサイエンス 医学・医療）の場合

「０１０２」と入力

研究キーワードはe-Rad上３桁の数字となっているため注意

（例）研究キーワードコード「１」（遺伝子）の場合

「００１」と入力

応募作業⑤応募作業⑤ ＊（赤字）の項目は必須項目です

「研究目的」
研究計画書の「８．研究の目的」
を記載すること

「研究概要」
研究計画書の「７．研究の概要（流れ図部分を除く）」
を記載すること
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「研究経費（間接経費を除く）」

研究計画書の「１４．研究に要する経費 （１）各年度別経費内訳」

の各年度の研究経費をそれぞれ記載すること

応募作業⑥応募作業⑥

「間接経費」

研究計画書の「４．申請者及び経理事務担当者 ⑮間接経費の要否」で

要を選択している場合 → 平成２１年度の枠に当該額を記載すること

否を選択している場合 → 作業は不要（０のまま）

＊（赤字）の項目は必須項目です

研究経費（間接経費の除く）

間接経費
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研究計画書の「５．研究組織情報 ⑥研究費配分予定額（千円）」
「６．政府研究開発データベース研究者番号及びエフォート」

の情報に基づき記載すること
※研究分担者がいる場合は「追加」ボタンで枠を作成

応募作業⑦応募作業⑦ ＊（赤字）の項目は必須項目です
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研究計画書の「１５．他の研究事業等への申請状況（当該年度）」

「１６．研究費補助を受けた過去の実績（過去３年間）」

の情報に基づき情報を記載すること

※複数の課題がある場合は「追加」ボタンで枠を作成

※下線に関してもエフォート情報も記載すること

応募作業⑧応募作業⑧ ＊（赤字）の項目は必須項目です

「有」を選択

報告するべき課題がない場合は「削除」ボタンで削除

課題ＩＤがわかる場合は記載すること
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応募作業⑨応募作業⑨

（注意）「応募作業⑧」の作業後「→次へ進む」をクリックしても、本画面が出ない場合、

上記作業は不要です。画面に従って次ページ以降の作業を行って下さい。
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「確認完了・提出」をクリック

本作業終了後、次ページ以降の作業を行い

e-Radでの応募作業が完了していることを

確認すること。

「ダウンロード」

応募作業⑤～⑨でe-Radに登録した情報を

PDFとしてダウンロードすることが可能

応募作業⑩応募作業⑩
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電子申請「受付状況一覧」を選択

応募作業⑪応募作業⑪

研究者から「提出」された申請の受付状況

（所属研究機関で「承認」されているか、

応募作業が終了しているか等）を確認します。

72



内容を確認の後、承認

所属研究機関の作業②所属研究機関の作業②

（注意）

「承認」の後、必ず状態が「配分機関受付中」となっていることを確
認してください。77
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